
⽇時：令和5年3⽉16⽇16:30〜
場所：Web会議システム「Zoom」

⽇本慢性期医療協会
定例記者会⾒
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慢性期医療を取り巻く課題

寝たきり防⽌へ向けた慢性期医療の課題は、担い⼿の「質」「量」
「意識（やる気）」の改善。

質

やる気量

医療と介護のシームレス化
・総合診療医の育成
・情報、評価指標の統⼀
・認知症の対応⼒強化

品質を⾼める教育と仕組み
・ニーズに応じた医療への経営者教育
・重症度、要介護度報酬からアウトカム評価
・投⼊資源量に応じた報酬制度

リハビリテーション量の増⼤
・基準リハビリテーションの導⼊
・基準介護の導⼊
・訪問リハビリテーションの充実

⼈間らしい⽣活
・個室化
・個別浴化
・⾝体拘束ゼロ

ケア⼈材の確保
・介護福祉⼠の仕事の統⼀
・同⼀スキル同⼀給与
・適切なタスクシェア、ICT化

専⾨性を活かしたチーム医療
・専⾨能⼒を発揮するチーム作り
・リハ看護、リハ介護の強化
・専⾨職の資格評価

リハビリテーション質の向上
・機能訓練からADL重視
・時間報酬からアウトカム報酬
・リハビリテーション栄養の充実

慢性期医療の課題
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本⽇の内容

基準介護とリハビリテーション介護
〜介護福祉⼠による専⾨能⼒の発揮〜

・寝たきり防止の機能 ：総合診療医、基準リハ、基準介護

・基準介護の要素 ：ケア時間の確保、リハビリ介護技術の習得

・リハ介護人材の育成 ：リハビリ介護の考え方と技術の習得
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寝たきり防⽌の３つの機能

寝たきり防⽌に向けて、総合診療医、基準リハビリ、基準介護の３つ
の機能を提⾔してきた。

⾝体機能低下防⽌
（栄養不良、脱⽔、拘縮など）

受傷
入院

総合
診療医

基準
リハビリ

基準
介護

機能低下が進むと改善困難

落とさない 早期に
上げる

機能訓練

⾃⽴機能を
活かすケア

寝たきり

⽇常⽣活復帰

寝たきり防⽌への３つの機能

出所：⽇本慢性期医療協会 定例記者会⾒資料（2022年7⽉21⽇、2022年9⽉8⽇）より加⼯作成

廃⽤の進⾏
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基準介護とは

繰り返し⾏う⽇常⽣活動作（ADL)により、機能改善を図るもの。それ
には、専⾨性を活かせる環境とリハビリ視点のケア技術が必要となる。

専門性を活かせる環境で

PTリハビリ療法士に
よる単位リハビリ

リハ視点のケアを提供

排泄
整容
更衣
食事

OT ST食事 排泄 排泄
入浴

食事 排泄
整容
更衣

起床 就寝

介護福祉士による
ADLケア（リハ）

業務の明確化、役割分担

リハ介護技術の習得

入院中何十回、何百回と繰り返す日常生活動作を利用して、

課題基準介護で行うもの

基準介護の関わり⽅
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介護専⾨能⼒の活⽤

医療現場では、介護専⾨職の能⼒を活かせていない。

直接介護 間接介護

出所：⽇本慢性期医療協会 定例記者会⾒資料（2022年9⽉8⽇）より
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看護、介護業務の専⾨化

各職種が専⾨能⼒を発揮するためには、業務の整理と⼈の配置を⾒直
す必要がある。

看護職、介護職の業務案

看護師

診療の補助、看護業
務（注射、与薬、血圧測
定、血糖測定 など）

介護福祉士/介護職

直接介護

・入院、検査、病棟移動
のための搬送
・見守り

・食事介助、口腔ケア
・洗髪、洗面、整容
・排泄介助

・清拭、更衣、おむつ交
換、体位交換
・シャワー入浴介助

・留置カテーテルに溜っ
た尿の廃棄

看護/介護助手

間接介護

・病床及び病床周辺の
清掃、整頓
・病室環境の整備

・シーツ交換、ベッドメー
キング
・リネン類の管理
・配膳・下善

病棟クラーク

周辺業務

・処置・検査伝票類の準
備、整備
・診療に必要な書類の
整備、補充
・診察に必要な器械・器
具等の準備、片付け

・入退院転出入に関する
業務など

現）

案）

看護師 看護補助者 病棟クラーク

出所：⽇本慢性期医療協会 定例記者会⾒資料（2022年9⽉8⽇）より
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基準介護の要素

寝たきり防⽌の基準介護には、リハビリテーションの視点が必要。
その実践には、⼈員配置とリハビリ介護の技術が必要になる。

活動量 （日常生活動作）を積極的
に増やす

リハ介護技術の提供ケア時間の確保

内容

目的

疾患別リハビリだけでなく、毎⽇
のADLが⾃⽴度の改善につながる。

⾝体拘束や不必要なおむつなどが
廃⽤を進⾏させる。

身体機能の改善

リハビリ視点の日常生活動作
支援で機能改善を図る

目的

内容

寝かせきりを防止

基準介護（リハビリテーション介護）

量 質

人員配置 業務内容
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ケア時間＝活動量の確保

⾃⽴困難な患者には、介護スタッフの⽀援が必要。⾝体拘束やおむつを
外し、活動量を上げるには、⼈⼿がかかる。

寝かせきり
（活動量低下）

おむつ身体拘束 ① 2時間おきにトイレへ誘導

②排泄パターン確認

③パターンに沿ってトイレ誘導

④尿意を覚え、意思表示を

車イスに乗ることができれば、トイレ排泄は可能

寝たきり

目が届かないから 今は機能が低いから

適切なおむつ
交換であっても

筋力低下、機能低下による
廃用の進行

介⼊しないと活動量は減る トイレ排泄のトレーニング
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リハビリ介護技術の習得

ケア介⼊時間（回数）を、機能改善の機会とするにはリハビリ介護技術
が必要。⾼いケア技術は、機能改善だけでなく、介助者も守れる。

毎⽇のADLケア リハ介護技術の習得

介助者による
力任せのケア

身体機能は
変わらない

腰痛など故障
の発生

介助者の減少

患者の残存能力を
使ったケア

徐々に機能改善

出所：千⾥リハビリテーション病院PTによるCWへの研修⾵景

介助量も変わらない 介助量の減少

「よいしょっ！」の介護 リハビリ介護

1回目より10回目
10回目より100回目

他の患者のケアへ
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診療報酬での評価イメージ

基準介護の実施は、要員増が伴うため診療報酬での評価が必要。
役割を明確にした上で、スキルを活かす仕組みが望まれる。

⼊院基本料 リハビリテーション料

回復期リハ病棟であれば、体制強化加算職種への付加も

摂⾷機能療法⼊院基本料 看護補助加算

＋
基準介護加算

急性期病床

回復期リハ
療養病棟 ＋

摂⾷機能療法は、摂⾷機能障害を有する患者に対し
て、個々の患者の症状に対応した診療計画書に基づ
き、医師、⻭科医師⼜は医師若しくは⻭科医師の指
⽰の下に⾔語聴覚⼠、看護師、准看護師、⻭科衛⽣
⼠、理学療法⼠若しくは作業療法⼠が１回につき30
分以上訓練指導を⾏った場合に限り算定する。

看護師
看護
補助

介護
福祉士

看護師
看護
補助

⼊院基本料 基準介護加算

介護
福祉士

１ 30分以上の場合 185点
２ 30分未満の場合 130点

実技研修を修了した介護福祉⼠を追加リハビリ介護の役割を明確にする加算
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リハビリ介護⼈材の育成

⽇本慢性期医療協会では、リハビリ介護⼈材の育成の場を提供する。

研修プログラム（案）

・移乗
・整容
・更⾐
・排泄
・⾷事介助など

リハビリ介護の考え⽅

リハビリ介護の技術

リハビリテーション医療のノウハウ共有と技術習得

・⽇々のケアが機能回復に直結する
・介護福祉⼠によるリハの可能性を知る

リハビリ療法⼠による実技研修

⺠間企業の多い介護分野では、機能改善の可能性やその成功体験が不⾜



良質な慢性期医療がなければ
⽇本の医療は成り⽴たない


